
使命 定款

№ 第4条（事業）

1
サッカーファミリー

の拡大

FAKJ 重点施策2024/2026

施策
№ 重点施策 具体施策

「観る人」「関わる(支える)人」の拡大推進1-（３）

1-（３） ダイバーシティ＆インクルージョンの推進

9

5-（２） 地域クラブ等の健全運営と活動の充実に向けた支援体制の充実

５-（１） 地域（市町村）協会との情報共有と連携・協力体制の充実による地域活動の充実

7-（２）

JFAパスポートの利用促進1-（３）

３種・４種を中心とした登録チームへの公認指導者配置の推進

3 指導者の育成

7-（１）
（２） 公認指導者の量的な拡充と質的な向上

7-（３） 神奈川の特色を生かした指導者研修会の充実

7-（1）

2 育成環境の充実

審判員の育成4

トップリーグとの
連携・協力体制強化

安心・安全な活動環境の保障（再掲）

6-（１） Ｊリーグ等との定期的な情報交換機会の創出

6-（１）

3-（３） 第2フットボールセンターの設立計画推進

（５）サッカー環境の整備・充実に
関する事業

6
女子サッカーの

普及・強化

女子サッカーの普及活動の推進1-（３）

かもめパークの施設設備の充実と活用推進3-（２）

8
JFAセーフガーディ
ングポリシーの啓発

1-（１） マッチウェルフェアオフィサーの育成・普及

8-（３） 神奈川の特色を生かした審判研修会の充実

9

2-（１）

かもめパークの施設設備の充実と活用推進（再掲）2-（２）

1-（１）

（６）その他この法人の目的を達成
するために必要な事業

（３）サッカー選手の育成及びサッ
カー競技力向上に関する事業

（４）サッカーの指導者及び審判の
養成に関する事業

ガバナンス（意思決定・運営・会計原則・不祥事）、コンプライアンス（法令遵
守）の一層の推進

Ｊリーグ等との協働事業の企画

海外遠征による選手・指導者の国際交流推進

重点3領域（キッズ・4種/女子/シニア）へのアプローチ1-（３）

中学校部活動地域移行の牽引4-（１）

トレセン制度を軸とした育成環境の充実

7-（２） 女性公認指導者の育成・拡充

マーケティング強化による協賛企業等の増大（自主財源の確保）

女性審判員の育成・拡充

9 トレセン活動の充実による選手育成

1-（３） 女子サッカーの活動環境の改善

８-（４） 上級審判員の発掘・育成

8-（２）

チューター、トレセンコーチの資質向上

7-（２） 登録チームへの公認指導者配置の推進

技術との連携・協力の推進による審判・選手の育成8-（１）

8-（２）
（３） 審判員の量的な拡充と質的な向上

2-（２）

JFA施設整備助成金の活用による自治体・地域（市町村）協会と連携した施設整備
の推進

3-（１）
（3）

7 施設整備の推進

3-（３） 備品寄贈事業を含め、地域（市町村）協会との連携・協力による施設設備の充実

暴力等相談窓口の充実1-（３）

リスペクト・フェアプレーの啓発

1-（３）

（１）サッカーの普及を通して地域
交流及び国際交流を促進する事業

11 組織基盤の確立
（６）その他この法人の目的を達成
するために必要な事業

10-（１）

6-（１）

2-（２）

神奈川の特色を生かした強化指針によるチーム強化

県代表チームへの支援体制の充実

積極的な広報による関心度を高める取組の充実

5
県代表チーム・選手

の強化

9

（６）その他この法人の目的を達成
するために必要な事業

Ｊリーグ等の観戦促進6-（１）

Ｊ・ＷＥ・なでしこ・Ｆリーグ等との連携・協力体制の強化

代表戦招致による交流機会の創出10

10-（２） 県の特色を生かした国際交流大会等の開催・後援の推進

10-（１）
1-（２）

サッカーを通じた
国際交流の推進

（１）サッカーの普及を通して地域
交流及び国際交流を促進する事業

正会員をはじめとする会員入会の促進

（２）サッカー競技の運営主体とし
て県民スポーツの振興に貢献する事
業

（４）サッカーの指導者及び審判の
養成に関する事業

（２）サッカー競技の運営主体とし
て県民スポーツの振興に貢献する事
業

（４）サッカーの指導者及び審判の
養成に関する事業

（４）サッカーの指導者及び審判の
養成に関する事業

（３）サッカー選手の育成及びサッ
カー競技向上に関する事業

（１）サッカーの普及を通して地域
交流及び国際交流を促進する事業

（３）サッカー選手の育成及びサッ
カー競技力向上に関する事業

（１）サッカーの普及を通して地域
交流及び国際交流を促進する事業

（２）サッカー競技の運営主体とし
て県民スポーツの振興に貢献する事
業

（２）サッカー競技の運営主体とし
て県民スポーツの振興に貢献する事
業

（３）サッカー選手の育成及びサッ
カー競技力向上に関する事業
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